
デジタル社会の目的について、法案が「国際競争力の強化及び国民の

利便性の向上」 としているように、第一の目的は「国民の利便性の向上」

よりも、「国際競争力の強化」、つまり企業の経済活動 (金儲け)です。また、

デジタル社会の形成に当たっては、「民間が主導的役割を担 うことを原則」

としています。デジタル庁の職員は500人 で、その内100人以上が民間か

らの採用です。

政府の「デジタル化」政策で、大手 IT企業やデジタル関連企業は莫

大な利益を得るでしょう。国が管理する個人情報をビッグデータとして、

民間の経済活動 (金儲け)の ために利用することも狙われています。

法案では、転職時に労働者本人の同意があれば、使用者がマイナンバー

で以前の勤務先から個人情報の提供を受けることができるとしています。

転職時に立場の弱い労働者が同意 しないことはむずか しく、使用者に都

合のよい改定です。

法案では、国と地方自治体のシステムの統‐ 。標準化をすすめるとし

ています。

これまで各自治体ごとに、苦労しながら地域に合った教育や福祉等の

システムを作 り上げてきました。

個人情報保護に関しても、国に先

んじて条例が作 られてきました。

それらが、国によってシステムを

統一 。統合されることで後退させ

られることになります。

地方自治が壊 され、自治体が国

の出先機関化することになります。

菅義偉内閣は目玉政策 として「デジ

タル化」を推 し進めてお り、「デジタル

化」に関連 して 6つ の法案 (デ ジタル

監視法案)が国会で審議されています。

「デジタル化すれば便利になる」 と宣

伝 されていますが、法案 には、私たち

の個人情報などプラバイシーに関わる

重大な問題があります。

法案は、デジタル化をすすめる司令塔として「デジタル庁」を内閣府

のもとに新設するとしています。内閣総理大臣を長とし、他の行政機関

の長ヽ勧告できるなど強力な権限をもちます。いまでさえ首相にサ
1寸 度す

る状況があるなかで、各省庁はデジタル庁の意向に反することができな

くなります。

そのデジタル庁が、各省庁が保有している国民の情報や自治体がもっ

ている住民の情報を一元的に管理しようというのです。
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政府は、マイナンバーを軸に個人情報の一元管理をすすめようとして

います。マイナンバーとは、住民票をもつすべての人に12桁の番号をっ

けて管理する制度で、「国民総背番号制度Jと も言われています。生まれ

たばか りの赤ちゃんも番号で管理される仕組みです。政府はtマ イナ ン

バ‐力ニ ド (*)の普及を強力にすすめていますが、その普及率は20%

にとどまっています。

*氏名、住所、生年月日、性別、顔写真等が表示されたICチ ツプ入りの力ニド

病歴や交通違反の情報もマイナンバ早に

これまでマイナンバーが利用できるのは、税 。社会保障・災害に限定

されていましたが、 3月 か らはマイナンバーカァ ドが健康保険証 として

使えるようになっており、2026年 からは運転免許証としても使えるよう

にしようとしています。つまり、マイナンバすに、税金や社会保障に加え、

医療情報などの情報も紐づけられることになります。さらに銀行日座な

ど、私たちの生活に関わる多 くの情報が紐づけされれば、私たちのプラ

イバシー情報が網羅的に管理されることになります。

スマーホが国とつながるP
さらに、マイナンバー機能をスマホ (ス

マー トフォン)に搭載できるようになり

ます。国と自分のスマホがつながり、1将来、

スマホに「本 日のお知 らせ」などのメニ

ルが国から届 くかもしれません:位置情

報 もわかるスマホでは国に行動がみられ

ているようで恐ろしくなりませんか。

国が一元管理する個人情報は、行政機関や 自治体が利用できます。そ

のなかには、警察も含まれています。

警察が、行政機関や多 くの民間企業が保有する個人情報を、令状 もと

らず、「捜査のためJと 具体的な理由も示さず手に入れていたこと (捜査

関係事項照会)が社会問題 となりました。

知らない間に私の情報が警察の手に !

警察は集めた個人情報をどのように使っ

ているのでしよっか。

岐阜県大垣市で風力発電に疑間をもらた

住民が勉強会を開いたところ、その住民ら4

人の個人情報を、警察署が風力発電会社に

渡して警戒するよう伝えていたことがわか

りましたも4人の住民は、知らない間に自分

の情報 (学歴や病歴など含む)を

警察が集めて企業に提供 したこと

で「プライバ シーが侵害 された」

と裁判で訴えています。しかし警

察は

'市
民の情報を集めて利用す

ることは「通常業務の一環」と開

き直っています (別項)。

今回の法案で、情報が‐元管理

されれば、警察はさらに容易に大

量の個人情報を入手することがで

きるようになり、そうなれば「警

察国家」「監視社会」がいっそうす

すむことになります。
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